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こども園消防見学こども園消防見学
認定こども園くるみの園児が消防秩父別支署を訪れ、認定こども園くるみの園児が消防秩父別支署を訪れ、
消防車両の見学などを行いました。３日間で組ごとに消防車両の見学などを行いました。３日間で組ごとに
分かれて見学し、園児たちは大きな消防車に興味津々分かれて見学し、園児たちは大きな消防車に興味津々
の様子で放水体験などを行いました。の様子で放水体験などを行いました。
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【会　場】キュービックコネクション特設会場
　　　　 （ファミリースポーツセンター駐車場）
【駐車場】 道の駅、スポーツセンター他　町内各所　　　 　　　　 
　※会場周辺の駐車場は混雑が予想されますので徒歩でのご来場にご協力ください。

主催：秩父別町　　担当：企画課（電話　0164-33-2111　内線72）

企画・運営：株式会社挑戦舎　　　　　　　　　　　　　　　　　

極上グルメフェス
＆クラフトビール 水風船合戦 豪華宝探し西岡剛野球教室＆

トークショー

子ども
ワークショップ

お米のドン
無料配布

マッサージ
コーナー ステージイベント

絶品グルメ＆スイー
ツ、さらに世界各国
のクラフトビールが
大集合！

３人１チームで
優勝を目指せ！

参加費：1チーム 1,500 円
（当日参加 2,000 円）

秩父別町のクイズ
を解いて、豪華な
宝を GET しよう！
（参加無料）

トークショーは参加
無料。野球教室は中
学生限定で事前申し
込みが必要です。

薪割り体験、走り方
教室、工作エリアな
ど、子どもワーク
ショップを多数用意

秩父別町ライオンズ
クラブが子どもたち
にドンを無料配布し
ます。（20 日のみ）

DJ. やついいちろ
う、タイトル未定、
iluxion が会場を盛
り上げます！

お父さんお母さん
応援企画！ 15 分
500 円で足の疲れを
癒します。

キュービックキュービック

ワンダーランドワンダーランド

＠チップベツ＠チップベツ

７．２０ （土） / ７．２１ （日）７．２０ （土） / ７．２１ （日）
11:00 ～ 19:00  　10:00 ～ 16:0011:00 ～ 19:00  　10:00 ～ 16:00
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申し込みは
こちらから

申し込みは
こちらから
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りり

夏夏
まま
つつ

第 1 回第 1 回
ちっぷべつちっぷべつ

タイムスケジュールタイムスケジュール

◆お問い合わせ　産業課観光係　電話　０１６４－３３－２１１１（内線 64）

プラレール展プラレール展

※今年度から「秩父別とんでんまつり」を「ちっぷべつ夏まつり」に名称を改め開催します。

12:00 ～　オープニングアクト・餅まき

働く車の展示（雨天中止）

移動動物園

12:30 ～　北海道警察音楽隊とカラーガード隊 演奏

14:00 ～　チーベルくんと対戦 こどもじゃんけん大会

15:00 ～　バブルロワイヤル（雨天中止）

17:00 ～　ほいけんたステージショー

18:00 ～　大抽選会

19:00 ～　終了

［土］［土］令和６年令和６年８．１０８．１０
【会場】【会場】ふれあいプラザ周辺ふれあいプラザ周辺

｝16 時まで

会場会場

テレビ等で大活躍中のテレビ等で大活躍中の
ほいけんたさんがほいけんたさんが
ゲストとして登場！！ゲストとして登場！！

スポーツセンター２階スポーツセンター２階
大会議室大会議室

10時10時 ▶▶16時16時

※入場無料※入場無料

出店団体一覧

○商工会青年部　○商工会女性部　

○ＪＡ青年部秩父別支部　○ＪＡ女性部秩父別支部

○ちっぷべつ緑のナポリタン推進協議会

○ファミめし屋 焼肉居酒屋ぶろっこりー

○餅菓子と喫茶 日日　○青果蔬菜園芸振興協議会

○まちづくり協働隊　○ラ・ポン・ネージュ

○そば打ち同好会　○香川県綾川町うどん販売

※ その他キッチンカーによる販売も行います。
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申込期間７月15日(月)～８月16日(金)

第
13
回

ゲストランナーゲストランナー

有森 裕子有森 裕子  
さんさん

２０24．１０．６ ＡＭ10：00ＳＴＡＲＴ
ローズガーデンちっぷべつ発着

SUN
【日曜日】

※小学生は４年生以上から 3km に参加が可能です。※小学生は４年生以上から 3km に参加が可能です。

お問い合わせ　　秩父別産新米普及マラソン大会実行委員会
　　　　　　　　（事務局：秩父別町教育委員会）
　　　　　　　　電話：０１６４ー３３ー２５５５
　　　　　　　　ＦＡＸ：０１６４－３３ー３５４９

当大会はスポーツ振興くじ助成を受けています。当大会はスポーツ振興くじ助成を受けています。
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～令和８年４月開校予定～～令和８年４月開校予定～

秩父別学園建設工事が始まります秩父別学園建設工事が始まります

　令和８年４月に開校を予定している義務教育学校「秩父別学園」の建設工事が、７月中旬

から始まります。

上空からの全景イメージ上空からの全景イメージ

グラウンド側からの外観イメージグラウンド側からの外観イメージ

◆お問い合わせ　教育委員会学校教育係　電話　０１６４－３３－２５５５

　同校は、秩父別小学校と秩父別中学校を統合して開校いたします。

　工事は小学校の西側に1,892㎡増築するとともに、既存校舎の職員室の増築や屋上防水、外

壁改修等を行います。

　また、グラウンドのトラックを200mから250mに拡張し、暗渠排水工事も行います。

　なお、工事にあたり大型車両の通行がありますので、付近を通行される際は工事車両の出

入りにご注意ください。　
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お問い合わせ　北海道後期高齢者医療広域連合　電話　０１１－２９０－５６０１

　　　　　　　役場住民課後期高齢者係　　　　電話　０１６４－３３－２１１１（内線 47）

後期高齢者医療制度のお知らせ
保険証（被保険者証）の一斉更新について

■　減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）、限度証（限度額適用認定証）も
　　新しくなります（黄緑色→橙色）

　現在ご使用の黄緑色の減額認定証及び限度証の有効期限が令和６年７月 31 日をもって満了とな
るため、８月以降は使用できなくなります。引き続き交付対象に該当する方は７月中に減額認定証
及び限度証を交付しますので、８月１日からは橙色の減額認定証及び限度証をご使用ください。
　新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、役場住民課後期高齢者係
へ申請してください。※有効期間は１年間です。

区分Ⅱ  ・世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方

区分Ⅰ

 ・世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに
　該当する方

 ・世帯全員の所得が０円の方
  ※公的年金控除は 80 万円を適用
　※給与所得がある場合、その金額から 10 万円を控除

 ・老齢福祉年金を受給されている方

減額認定証の交付対象 ･･･ 次の区分Ⅰ又はⅡに該当する方減額認定証の交付対象 ･･･ 次の区分Ⅰ又はⅡに該当する方

■　保険証が新しくなります（黄色から水色）
　現在ご使用の黄色の保険証の有効期限が令和６年７月31日をもって満了と
なるため、８月以降は使用できなくなります。
　７月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら水色の保
険証をご使用ください。

 ○新しい保険証の有効期限は、令和７年７月 31 日です。
 ○保険証が廃止される令和６年 12 月１日までは、紛失したときや、汚れ
　 たときは再交付しますので、役場住民課後期高齢者係までお申し出く
　 ださい。

新しい保険証は 水色水色 です

新しい減額認定証及び限度証は 橙色橙色 です

現役並みⅢ
 住民税課税所得が 690 万円以上の被保険者と、その方と
同一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅡ
 現役並みⅢに該当せず、住民税課税所得が 380 万円以上
の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅠ
 現役並みⅢ・Ⅱに該当しない３割負担の方と、その方と
同一世帯にいる被保険者の方

限度限度証の交付対象 ･･･ 次の証の交付対象 ･･･ 次の３３区分区分のうち、現役並みのうち、現役並みⅠⅠ
　　　　　　　　　　または現役並み　　　　　　　　　　または現役並みⅡに該当する方Ⅱに該当する方
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令和６年度　医療給付事業のお知らせ
　北海道と秩父別町は、健康や福祉の増進を図ることを目的として、医療費の一部を助成していま

す。なお、現在受給資格を有している方については、６月に更新（継続）のご案内をしていますので、

申請手続きをお願いします。

重度心身障がい者医療給付事業重度心身障がい者医療給付事業 ひとり親家庭等医療給付事業ひとり親家庭等医療給付事業 乳幼児等医療給付事業乳幼児等医療給付事業

 受給受給
対象者対象者

 ・身体障害者手帳１、２、３級
  の交付を受けた方（３級は内  
  部障害のみ対象）
 ・精神障害者保健福祉手帳１級
  の交付を受けた方 
 ・重度知的障害者（児）

 ・母子、父子家庭等の母、父
　 及び扶養されている児童
  （原則 18 歳以下）

 ・０歳から６歳
  （小学校就学前まで）
 ・小学生（入院のみ、外来
　は対象外）

助成助成
内容内容

 ・３歳未満児及び市町村民税非課税世帯…かかった医療費から、初診時一部負担金を差し
  引いた額を助成。
　 初診時一部負担金…医科５８０円、歯科５１０円、柔道整復２７０円

 ・上記以外の世帯…かかった医療費の１割に相当する額を差し引いた額を助成。
  ただし、月額上限あり。
   月額上限　外来：１８，０００円（年間限度額１４４，０００円）【個人】
   　　入院＋外来：５７，６００円（多数該当の場合４４，４００円）【世帯】

 ※薬の容器代、文書料等保険診療外、入院時の食事にかかる自己負担分は、助成の対象外

◆お問い合わせ　住民課医療係　電話 ０１６４－３３－２１１１（内線 47）

※注意事項
 ・自立支援医療、特定疾患等の公費負担制度や、高額療養費や学校等でのケガによる医療給付が

  ある場合は、その残額を助成の対象とします。

◆北海道医療給付事業◆

　　　　　　　　　 秩父別町乳幼児等医療費助成事業 秩父別町乳幼児等医療費助成事業

 受給受給
対象者対象者

 ・０歳～１８歳（高校３年生まで）

助成助成
内容内容

 ・保険診療分の自己負担額全額を助成。ただし、北海道医療給付事業対象者は残る自己負
　担額を助成。
 ※薬の容器代、文書料等保険診療外、入院時の食事にかかる自己負担分は、助成の対象外

◆秩父別町独自の事業◆

●申請時に必要なもの●

受給者証の交付申請

 ・印鑑、受給者本人の健康保険証（写し）
 ・身体障害者手帳等（重度心身障がい者医療給付事業対象者のみ）
 ・前年の所得が確認できる書類（町で所得の確認ができる方は必要ありません）
　※所得によっては、北海道医療給付事業の対象とならない場合があります。

支払い後の支給申請

 ・医療機関の領収書（診療月、初診・再診、診療点数、支払額等の確認ができる領収書）
 ・印鑑
 ・通帳等（振込口座がわかるもの）
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　デフレ完全脱却のための総合経済対策の一環として、令和６年度分の所得税及び令和６年度個人

住民税において定額減税が実施されます。

　定額減税対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、

定額減税補足給付金を支給します。

定額減税補足給付金 （調整給付） について

○支給対象者

　令和６年１月１日時点で秩父別町に住所を有し、秩父別町で個人住民税納税義務者となっている

方のうち、定額減税可能額（※１）が、「令和６年分推計所得税額（令和５年分所得税額）」または

「令和６年度個人住民税所得割額」を上回ると見込まれる方。

　ただし、納税義務者本人の合計所得金額が 1,805 万円を超える方、定額減税前の令和６年分推計

所得税額及び個人住民税所得割額がともに０円の方は対象外です。

　※１　定額減税可能額とは

　　　　・ 所得税分 ＝ ３万円 × 減税対象人数（※２）

　　　　・ 住民税分 ＝ １万円 × 減税対象人数（※２）

　※２　減税対象人数とは

　　　　納税義務者 ＋ 控除対象配偶者 ＋ 扶養親族（16 歳未満扶養親族含む）

○支給額

　１と２の合計額（合計額を 1 万円単位で切り上げて給付）

　　　１　所得税分定額減税可能額 － 令和６年分推計所得額

　　　２　個人住民税所得割分定額減税可能額 － 令和６年度分個人住民税所得割額

○受給手続き方法

　１　確認書の送付について（７月中旬頃送付予定）

　　　支給対象となる方には、給付内容等を記載した「調整給付金支給確認書」（以下「確認書」）

　　　を送付しますので、下記期限までに役場住民課社会福祉係までご提出ください。

　２　確認書提出期限

　　　令和６年 10 月 31 日（木）まで

　３　振込予定日

　　　令和６年８月以降、順次振込を予定しています。

◆提出場所・お問い合わせ　住民課社会福祉係　電話　０１６４－３３－２１１１（内線 46）

高齢者の方の訪問を行います

　町では、町内にお住まいの方に民生委員が訪問し、緊急時の連絡先の確認等を行います。
　個人情報は、緊急時等に役場が安否確認のために使用し、他の目的には使用しません。
　対象は65歳以上の方です。（世帯構成や年齢によって訪問対象者を決めていますので、全
世帯が対象ではありません。）
　皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

◆お問い合わせ　住民課（地域包括支援センター）　電話 0164-33-2111（内線41・44）
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いきいきちっぷ'Ｓいきいきちっぷ'Ｓ

＊食のアンケート結果＊
ご協力いただいたみなさま、ありがとうございました！

意識高め！

　３・５月号に掲載した【食のアンケート結果】の最終回です。

　３回にわたり、アンケートからみられた食の傾向を抜粋してお知らせしてきました。

　ご自身の食生活の振り返りや今後の食べ方のヒントに、ぜひお役立てください。

≪３回目≫

間食・おやつの週間（３食以外）

 お問い合わせ　住民課健康推進係　電話お問い合わせ　住民課健康推進係　電話 ０１６４－３３－２１１１ ０１６４－３３－２１１１（内線48）（内線48）

３回シリーズで『食のアンケート結果』をお伝えしました。
次回からは新しいテーマでよりよい食の情報を発信していきます。

①

間食の頻度

②

間食の時間帯

③

間食の内容

朝食後３％

男性は「ほぼ毎日」と「週 4
～ 5回」を合わせ約４割、女
性は「ほぼ毎日」と「週 4～
5回」を合わせると約５割で、
男女ともに間食の習慣があり
ます。自分に合った適量を楽
しみたいですね。

男性は夕食後に多く、女性は
15時に多いです。間食をとり
ながら、ひと息つく時間帯は
男女で差がありました。
夕食後に飲食習慣がある方は
少しずつ減らしていきたいで
すね。

H28年アンケートで男女ともに一番多かった「菓子パン」はR5年で減少し、一方で「スナッ
ク菓子」が前回より上がっています。スナック菓子は手軽に食べることができ、ついつい食べ
過ぎてしまいます。今よりも量や回数を少し減らしていきたいですね。

男性 女性

ほぼ毎日
22％

週４～５回
17％

週２～３回
25％

あまり
食べない
36％

ほぼ毎日
31％

週４～５回
17％

週２～３回
35％

あまり
食べない
17％

男性 女性

10 時 14％

昼食後８％

15 時 24％

夕食前６％

夕食後
37％

21 時以降
８％

朝食後７％

10 時 19％

昼食後 17％

15 時 30％

夕食前８％

夕食後
14％

21 時以降
７％
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25.9

15.5 16.7

10.7

3.7

10.7

14.8

11.3

35.2

28.6
29.6

18.5

14.8

8.9

31.5 32.1 33.3

36.9

36.7

17.8
15.3

12.3
9.2

4.9

15.316.6

45.9

30.1
31.6 31.9

28.6

14.1

45.9

35.033.7
36.8

男性 女性

H28 R5 H28 R5
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資　　格  高卒見込みの方、高卒後 12 年を経過していない方等

受付期間  令和６年７月 16 日（火）から令和６年７月 25 日（木）

試験期日  令和６年９月 22 日（日）

●海上保安学校学生採用試験

●お問い合わせ先　留萌海上保安部管理課　

電話 ０１６４－４２－０６５６

海上保安庁職員募集案内

アンの秩父別タイ在記 毎月連載！

石の花で飲みながら、石の花で飲みながら、
楽しく会話をしたスナックバー体験楽しく会話をしたスナックバー体験

Vol.61　「タイ人観光客と日本の文化を体験」
　皆さん、こんにちは。
　気がつけば 2024 年の半ばになりましたね。気温もだんだん高くなりましたし、日焼
け止めや暑さ対策グッズも準備をしないと！

　早速ですが、私の仕事の報告です！この６月に秩父別町に来たタイ人観光客は 15 人
でした～。来町の理由も様々でしたが、皆さんは「インターネットの記事を見て、秩父
別が楽しそう」や「秩父別町に行ったら、自分の目で日本の農業をゆっくり見られそう」
と言ってくれました。

　私はタイ人にもっと日本の文化を知ってもらったり、秩父別町の色々なお店でお金を
使ってほしいので、タイ人が体験できることを探しています。その結果、タイ人をスナッ
クバーに行かせたり、浴衣着付け体験させたり、まちづくり協働隊の活動に参加させた
りしました。最初は皆さんが興味を持たないんじゃないかとドキドキしましたが、皆さ
んは普通の観光ならできない現地の人と交流することができ、満足してくれました。彼
らの笑顔を見て、将来の可能性を深く感じます。秩父別町にはまだまだ私の知らない楽
しさがあるのだと思います。
　
　今のところ、７月から 10 月の間で、タイからの飛行機を予約して、秩父別町に来る予
定があるタイ人観光客は少なくとも 54 人です！数字だけみて案内するのが大変そうだと
思いますが、どんな人が来るか、どんな思い出ができるか、秩父別町を気に入ってくれ
るか、ワクワクしています。
　町民のみなさん、これからもよろしくお願いします。

浴衣を着付けて、町内で散策体験浴衣を着付けて、町内で散策体験

～海上保安庁のエキスパート職員を養成します。

入学後は国家公務員として給与が支給され、受験料、入学金、授業料等はかかりません。
詳しくは海上保安庁ホームページをご確認ください。
　　　https://www.kaiho.mlit.go.jp/recruitment/
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　こんにちは、協力隊の木村です！
　今年もなつみの里でトマト栽培の季節がやってきました！
　協力隊としてトマト栽培をするのが最後の年になってしまいました。早すぎる…(´・ω・｀ )
　今回も昨年と変わらず露地栽培で、5月中旬に定植してから 1か月。
　暑くなったと思ったら寒い日も少し多かったりで、成長速度はゆっくり気味ですが問題なく元気
に育ってくれています！
　最近は、わき芽かきをしたところです。根の方からどんどん伸びてモサモサしていたのが、一気
にスッキリしました ( 笑 )
　作業中は汗だくになりますが、畑のそばにある東屋で休憩している時は緑に囲まれながら外の空
気を吸うのがとても気持ちいいし、なつみの里を利用している皆さんも声をかけて下さるので、談
笑したりして交流できるのも楽しくて好きです。これらも今年が最後だと思うと、今から寂しい気
持ちに…。
　残りの期間も皆さんと交流できる時間を大切にしつつ、昨年よりも良いトマトに育てたいです！！

ちっぷべつ地域おこし協力隊 活動日記 vol.38

木村隊員が更新する地域おこし協力隊
Facebook Instagram TikTok はコチラから

北空知１市４町で「市民後見人養成講座」の受験生を募集します北空知１市４町で「市民後見人養成講座」の受験生を募集します

　市民後見人とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどで判断能力に不安がある方を支える
ため、地域で暮らす市民が「市民後見人」となって、本人に代わって身上保護の支援を行うも
のです。
　本講座は、市民後見人候補者の育成を目的として、北空知成年後見相談センターが北海道社
会福祉協議会の協力のもと北空知１市４町と連携して開催するものです。

　○開催日時　令和６年９月４日～10月23日までの毎週水曜日計７回開催

　　　　　　　９時30分から16時30分

　○受講場所　深川市働く婦人の家（深川市３条18番36号）

　○受講要件　秩父別町に在住の方、弁護士・司法書士・社会福祉士の資格を有していない方

　　　　　　　※ 原則として計７回全て受講可能な方

　○定　　員　２名（先着順、１市４町全体で20名の募集）

　　　　　　　※ 定員を超えた場合はお断りする場合がありますのでご了承ください。

　○参 加 費　無料（秩父別町が負担します。）

　○申　　込　令和６年７月26日（金）までに下記へ電話にてお申込みください。

◆お問い合わせ　北空知成年後見相談センター（深川市社会福祉協議会）
　　　　　　　　電話 ０１６４－２２－２３９０（直通）／０１６４－２６－２４１１（代表）
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　５月末で社会教育委員を退任された山本徹
浄さんに永年のご功績を称えて感謝状が贈呈
されました。山本さんは平成18年6月から18
年にわたり社会教育委員を努められ、令和２
年６月からは副委員長として社会教育事業の
推進にご尽力いただきました。

５５
2929

社会教育委員山本さんへ
感謝状贈呈

まちのわだいまちのわだい
広報に掲載した写真をご希望の方、広報誌に関するご意見、

ご要望は、総務課広報係までご連絡ください。

※写真は電子メールによる提供も可能です。

・電　話　０１６４－３３－２１１１（内線 32・34 番）

・メール　kouhou@chippubetsu.jp

　中学生を対象に募集した火災予防標語の表
彰式が中学校で行われました。最優秀賞には
平瀬颯蘭さん（２年）の「消したかな 確認
一つで 変わる未来」が選ばれ、受賞者に秩
父別消防団の東団長から記念品が手渡されま
した。平瀬さんの標語は懸垂幕にして秩父別
消防支署のサイレン塔に掲示しています。

５５
2929

「消したかな 確認一つで
　　　　　　　変わる未来」
　　中学生火災予防標語表彰

　秩父別小学校グラウンドで運動会が開催さ
れました。「チーム団結全力で挑戦しあきら
めないちっぷの子‼」をスローガンに、紅白
に分かれた児童たちは、徒競走やリレー、応
援合戦などの種目に元気いっぱいに取り組
み、日頃の練習の成果を十分に発揮しました。

６６
１１

青空のもと全力疾走！
　　　　　小学校運動会
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　ファミリースポーツセンターで、ＮＨＫ旭
川放送局開局90周年と秩父別町開村130年を
記念して、おかあさんといっしょ宅配便「ファ
ンターネ！小劇場」を開催しました。午前と
午後の2部制で開催され、町内外から参加し
た約600名の家族連れがステージショーを楽
しみました。

６６
９９

おかあさんといっしょ
　「ファンターネ！小劇場」

　ご近所先生加工教室が農産物加工センター
「くるり」で開かれ、午前・午後の部合わせ
て15名が参加しました。今回はキッチンハウ
ス小島の小島昇一さんを講師に迎え、ブラウ
ンキーマカレー作りに挑戦しました。美味し
く作るポイントなど間近でプロの技を学びま
した。

６６
1111

キーマカレー作りに挑戦
　　　ご近所先生加工教室

　旭川トヨペット株式会社から、社会貢献活
動の一環である「第49回トヨペットふれあい
グリーンキャンペーン」として花の苗を寄贈
していただきました。ご厚意に深く感謝し、
いただいたお花はベルパーク内の花壇に植え
させていただきました。

６６
1212

旭川トヨペット株式会社
　　　　　　花の苗の寄贈
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７月１日付け人事異動及び新規採用がありましたのでお知らせします。〔(　)内は異動前の職名です。〕

人事異動等のお知らせ
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第10期「笑学校」開校
～ 第１回　映画の上映会 ～

　65歳以上の方を対象とした高齢者大学「笑（し

ょう）学校」も今年度で10期目を迎えました。

　５月24日に交流会館で今年度第１回目を開催

しました。始業式の後、原田知世と大泉洋が主

演の「しあわせのパン」の鑑賞会を行い、参加

者はハートウォーミングな物語に引き込まれて

映画を鑑賞していました。

　≪今後の予定≫

　　第２回　８月　落語鑑賞会

　　第３回　11月　道立文学館による講演

　　第４回　２月　体操等介護予防につながる

　　　　　　　　　講座・修了式

　なお、第２回目以降からの参加も受け付けて

おります。

　詳細は教育委員会にお問い合わせください。

Board of educationBoard of education

キョウイクツウシンキョウイクツウシン

始
業
式
の
様
子

わくわくちっぴー体験隊
～ 花壇の植栽をしよう！！ ～

　ちっぷっ子ふれあいスクールの利用児童を対

象に、わくわくちっぴー体験隊を行いました。

　６月10日に、小学１・２年生11名のちっぷっ

子で、スポーツセンター駐車場の花壇に130株

の色とりどりの花の苗を協力して植えました。

　植栽後には、Ｂ＆Ｇ海洋センターに移動し、

プール周辺のゴミ拾いを行いました。

37
名
の
方
が
参
加
し
ま
し
た
！

み
ん
な
一
生
懸
命
に
植
え
て
い
ま
す

プ
ー
ル
周
り
が
き
れ
い
に
な
り
ま
し
た

施設からのお知らせ

　秩父別町Ｂ＆Ｇプールが次のとおりオープン

しています。

　～利用案内～

　　利用期間　７月６日（土）～９月５日（木）

　　利用時間　午後１時～午後６時

　※ただし、土日祝日及び夏休み期間中

　　（７月24日～８月18日）は午前10時開館

　～施設使用に関するお願いとお知らせ～

■ベルパークちっぷべつ公園内は自転車、キッ

　クボード、スケートボード等の使用はできま

　せん。また、ご利用の際は、ゴミのお持ち帰

　りと禁煙をお願いいたします。

■ファミリースポーツセンターの１Ｆ・２Ｆフ

　ロア及び和室の改装工事が終了しました。

　きれいになった当施設に是非お越しください。
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町
民
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

社会教育委員・スポーツ推進委員の紹介

　 図 書 館 だ よ り

◆◇７月の絵本おたのしみ会◇◆◆◇７月の絵本おたのしみ会◇◆
　●と　き　７月27日（土）午後１時30分から

　●絵　本　『お月さんのシャーベット』

　●紙芝居　『おふねがぎっちらこ』

　●おたのしみ『魚つりゲーム』

　　　　　　　　　　　　　　　お楽しみに！！

　図書館では、来館につき１ポイント、貸出につき１ポイン

トもらえる図書館ポイントカード「くるよむカード」を実施

しています。ポイントをためると景品と交換できます。図書

館に足を運んで、本を借りて、ポイントを集めてみませんか？

【お問い合わせ】　秩父別町図書館　電話 ０１６４ー３３－２２２０

キョウイクツウシンキョウイクツウシン

◆◇図書館ポイントカード「くるよむカード」◇◆◆◇図書館ポイントカード「くるよむカード」◇◆

　社会教育委員は、本町の社会教育に関し教育

委員会に諸計画の立案の助言や、教育委員会の

諮問に応じ意見をいただいております。

　委員の任期は２年間で、令和６年６月１日か

ら次の方々に委嘱しています。（敬称略）

　スポーツ推進委員は、町内のスポーツ行事等

に協力、指導助言を行い、各種スポーツの振興

のためにご活躍いただいております。

　委員の任期は２年間で、令和６年４月１日か

ら次の方々に委嘱しています。（敬称略）

○ 教育通信に関するお問い合わせ先 ○○ 教育通信に関するお問い合わせ先 ○
教育委員会社会教育・社会体育係　【電話０１６４－３３－２５５５】

　　　委 員 長　　我部山　真　美（再任）

　　　副委員長　　金　森　一　巳（再任）

　　　委　　員　　金　倉　紀　子（再任）

　　　委　　員　　斉　藤　譲　二（再任）

　　　委　　員　　氣　田　みゆき（新任）

　　　委　　員　　内　藤　竜　治（再任）

　　　委 員 長　　寺　迫　昇　真（再任）

　　　副委員長　　松　本　和　也（再任）

　　　委　　員　　手　塚　奈　美（再任）

　　　委　　員　　下　地　加奈子（再任）

　　　委　　員　　髙　柳　郊　士（新任）

　　　委　　員　　遠　藤　祐　介（新任）

　　　委　　員　　宮　森　康　彰（新任）

二
十
歳
の
つ
ど
い
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令 和 ６ 年

６ 月 末 日

現在

人　口 ２，２１３人（－１人）

　男　 １，０４４人（＋１人）

　女　 １，１６９人（－２人）

世帯数 １，０７２戸（＋４戸）

６月中

の動き
  出生　１人・死亡　３人
　転入　５人・転出　４人

◆◇ 戸籍の窓 ◇◆
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試験日時
場　　所

　日　時：令和６年９月 22 日（日）９時（試験終了時間 12 時 30 分）
　場　所：岩見沢平安閣（岩見沢市５条東２丁目　電話 0126-23-4581）

受付期間
　令和６年７月１日（月）から８月２日（金）まで
　※ただし、郵送の場合は８月２日（金）までの消印のあるものに限り受け付けます。

受験資格
　上級：平成９年４月２日から平成 15 年４月１日までに生まれた方
　初級：平成 15 年４月２日から平成 19 年４月１日までに生まれた方

申込書の
請求先

 ・空知総合振興局管内の各町役場総務課、空知町村会のいずれかに請求してください。
 ・郵送による請求の場合は、140 円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（Ａ４判が入
　る大きさ）を必ず同封し請求してください。

申込方法
及び申込先

　申込書に、所定事項を記入（自筆）し、空知総合振興局管内の各町役場総務課または、
　空知町村会に郵送又は持参し提出してください。

その他 　詳しくは北海道町村会ホームページhttp://www.h-chosonkai.gr.jp/ をご覧ください。

《お問い合わせ先》　総務課庶務係　電話 ０１６４ー３３－２１１１（内線 32）

【秩父別町では、一般事務職員（上級・初級）を若干名採用する予定です。】

令和７年度空知総合振興局管内町職員採用資格試験について令和７年度空知総合振興局管内町職員採用資格試験について
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